
R7.12.1現在 

 

 

 在宅のひとり暮らし高齢者に対して、電話による安否確認を行います。 

 

１ 対象者   

在宅の６５歳以上のひとり暮らし高齢者で、就労していない方 

 

２ 内 容 

  専任の電話員が登録の番号にお電話をし、健康状態を聞きながら安否確認を行います。 

・お電話をかける曜日：月曜日から金曜日までのご指定の曜日 

           ＊月・水・金など、１週間のうち複数の曜日指定が可能です。 

・お電話をかける時間：ご指定の曜日の午前９時から午後５時までの間 

＊時間の指定はできません。 

  ※なお、指定の曜日を含めて２日間（安心電話の休日を除く）続けて利用者と連絡が取 

れない場合は、３日目に登録した緊急連絡員へ連絡するとともに、専任の訪問員等が

自宅を訪問し、安否確認を行います。 

 

３ 安心電話の休日 

 （１）土曜日及び日曜日 

 （２）国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 （３）年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 

４ 利用料金 

  無 料 

 

５ 申請に必要な書類 

安心電話利用申請書（様式第１号） 

  ＊利用申請にあたり、緊急時の連絡先（緊急連絡員）の登録が必要です。 

 

６ 注意事項 

  登録している内容に変更が生じた場合には必ず届出をしてください。 

 
＜申請窓口＞ 各区保健福祉センター 高齢障害支援課 

中 央 区：☎２２１－２１５０   若 葉 区：☎２３３－８５５８ 

花見川区：☎２７５－６４２５   緑  区：☎２９２－８１３８ 

稲 毛 区：☎２８４－６１４１   美 浜 区：☎２７０－３５０５ 

 

千葉市安心電話事業のご案内
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